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市
民
の
皆
さ
ま
へ
、
大
事
な
お
知
ら
せ
や
制

度
な
ど
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
お
問

い
合
わ
せ
は
各
担
当
課
ま
で
お
気
軽
に
ど
う

ぞ
。
（
お
は
お
知
ら
せ
端
末
の
番
号
）

●総務課 人事係 　☎２２‐３１１１　 お５５‐３１１１

平成 24 年度　阿蘇市職員採用試験

広報 あそ
2012.07

平成24年度阿蘇市職員採用試験を下記のとおり実施します。
●第1次試験実施日　　9 月 16 日日
●第1次試験地　　熊本県立阿蘇中央高等学校（阿蘇校舎）
●受 付 期 間　　7 月 23 日月～ 8 月 10 日金
　　　　　　　　　午前 8 時 30 分～午後 5 時（但し、土・日曜日は除く）
　　　　　　　　　※郵送申込みは、８月１０日金までの消印のあるものに限り受け付けます。

区　分 職　種 採用予定数 職務の概要等
高卒程度 一般事務 3人程度

市長部局・議会・各種委員会等で事務
に従事します。高卒程度 一般事務

( 身体障がい者対象 ) 2人程度

資 格
免 許 職 保 健 師 1人程度 市長部局等において、保健師の職務に

従事します。

●試験区分等

●受験資格
区　分 職　種 受　験　資　格

高卒程度 一般事務 昭和 62 年 4 月 2 日～平成 7 年 4 月 1 日までに
生まれた方

高卒程度 一般事務
( 身体障がい者対象 )

昭和 58 年 4 月 2 日～平成 7 年 4 月 1 日までに生まれ
た方で、身体障がい者手帳の交付を受け、自力により通
勤ができ、かつ介助なしで職務の遂行が可能な方
また、活字印刷文による出題及び口頭による面接試験に
対応できる方

資 格
免 許 職 保 健 師

昭和 58 年 4 月 2 日以降に生まれた方で、保健師の免許
を有する方又は平成 24 年度実施の国家試験で取得する
見込みの方

上記試験の合格者は、10月下旬頃に阿蘇市役所において第 2次試験（面接）を実施します。

●申込書の請求方法

直接取りに来る場合 阿蘇市役所 2 階　総務課人事係　に用意してあります。

郵送で請求する場合
封筒の表に「阿蘇市職員採用試験申込書請求」と朱書きし、140 円
切手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ 4 サイズが入るもの）を同
封の上、「〒 869-2695 阿蘇市役所　阿蘇市総務課人事係」に請求
してください。

インターネットから　
ダウンロードする場合

阿蘇市のホームページ（http://www.city.aso.kumamoto.jp/）に
アクセスして、申込書（PDF形式）をダウンロードしてください。なお、
Ａ 4 サイズの厚紙（官製はがき程度の厚さで白紙）を使用してくだ
さい。
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●高齢者支援課 高齢者医療係 　☎２２‐３１４５　 お５６‐３１４５

後期高齢者医療の被保険者の方へ
８ 月 か ら 新 し い 保 険 証 を ご 使 用 く だ さ い

広報 あそ
2012.07

《�テーマ：最近、一番感動したことは？》�
　体育の時間にさかあがりが２回できました。うれしかったです。（古城小４年・岩下翔人）

同一世帯の後期高齢者医療被
保険者のうち、市町村民税の
課税所得が１４５万円以上あ
る方がいる世帯の被保険者

上記条件に該当しない
世帯の被保険者

３　割

１　割

一部負担金の割合

※�新しい保険証は裏面に臓器提供意思表示ができるよう
になっています。臓器提供の意思表示をする際はボー
ルペンで記入してください。なお、個人情報保護のた
めのシールを担当窓口に用意しています。

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新及び新規申請のお知らせ

●
更
新
に
つ
い
て

　

�

現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」（
水
色
）の
有
効
期
限
は
、

７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。
新
し
い
「
限
度
額
適

用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」（
黄
色
）
は
７
月
中
に

簡
易
書
留
で
郵
送
い
た
し
ま

す
の
で
、
８
月
１
日
か
ら
ご

使
用
く
だ
さ
い
。

●
新
規
の
申
請
に
つ
い
て

　

�

低
所
得
者
Ⅰ
・
Ⅱ
の
方
で
、

現
在
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お

持
ち
で
な
い
方
は
、
入
院
さ

れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
認
定

証
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
高
齢
者
支
援
課
の
窓
口

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

�

な
お
、
現
役
並
み
所
得
者
、

一
般
所
得
者
の
方
は
該
当
し

ま
せ
ん
。（
下
表
を
参
照
）

●
申
請
に
必
要
な
も
の

▼
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

▼
印
か
ん

区　分 一部負担金の上限額 食事代（１食当たり）

現役並み所得者
（※1）

80,100円＋(総医療費－
267,000円）×１％ 260円
4回目から44,400円

一般所得者�(※2) 44,400円 260円

低所得者Ⅱ(※3) 24,600円
過去12か月で90日までの入院　　210円

過去12か月で90日を超える入院　160円(※5)

低所得者Ⅰ(※4) 15,000円 100円

※1　現役並み所得者とは、同一世帯の被保険者に課税所得が１４５万円以上の方がいる場合。
※2　一般所得者とは、現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方。
※3　低所得者Ⅱとは、被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税の方。
※4　�低所得者Ⅰとは、被保険者の属する世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の各所得が0円と

なる方。（年金収入のみの場合は、80万円以下の方）
※5　入院期間が90日を超えた場合は、申請により食事代が160円になります。

現
在
お
持
ち
の
保
険

証
（
水
色
）
の
有

効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
新
し
い
保
険
証（
黄
色
）

は
７
月
中
に
簡
易
書
留
で

郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月

１
日
か
ら
は
新
し
い
保
険

証
（
黄
色
）
を
お
使
い
く

だ
さ
い
。

　
新
し
い
保
険
証（
黄
色
）

に
記
載
し
て
あ
る
一
部
負

担
金
の
割
合
は
、
平
成
24

年
度
の
市
町
村
民
税
の
課

税
所
得
を
も
と
に
判
定
し

て
い
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
お
持
ち
の

保
険
証
（
水
色
）
は
８
月

１
日
以
降
に
、
ハ
サ
ミ
等

で
破
棄
し
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
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●水道課　☎２２‐３１９６　 お２２‐３１９６

阿 蘇 市 水 道 局 か ら 各 種 お 知 ら せ

阿
蘇
市
水
道
局
の
水
源
は
、
地
下
水
や
湧
水
を
利
用
し

て
い
ま
す
が
、
地
域
に
よ
っ
て
は
地
下
水
位
の
低
下

や
湧
水
量
の
減
少
が
見
ら
れ
る
水
源
も
あ
り
ま
す
。

　
今
年
の
夏
は
、
計
画
停
電
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
節

水
す
る
こ
と
で
電
力
使
用
量
も
減
少
し
、
節
電
に
も
つ
な
が

り
ま
す
の
で
、よ
り
一
層
の
節
水
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

広報 あそ
2012.07

《�テーマ：最近、一番感動したことは？》
　バレーボールの練習でサーブが入るようになってうれしかった。　（古城小４年・井　彩夏）

節
水
に
ご
協
力
を
！

各
家
庭
に
水
道
が
普
及
し
て
約
50
年
以
上
経
過
し
、
家

庭
内
の
水
道
管
の
老
朽
化
や
環
境
変
化
に
よ
る
異
常

低
温
な
ど
に
よ
り
、
水
道
管
や
水
道
機
器
が
凍
結
・
破
損
し

水
道
料
金
が
高
額
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
市
民
の
皆
さ
ま
へ
の
軽
減
措
置
と
し
て
、

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
水

道
料
金
の
減
免
要
綱
を
制
定

し
、
漏
れ
た
分
（
１
ヶ
月
分
）

の
1/2
を
減
額
で
き
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。

　
な
お
、
減
免
申
請
に
は
修
理

業
者
の
修
理
証
明
及
び
写
真

等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。 水

道
料
金
の
減
免

配
水
管
（
水
道
本
管
）
か

ら
家
庭
内
へ
の
給
水
管

（
家
庭
内
へ
の
水
道
引
込
管
）

は
、
水
道
所
有
者
（
使
用
者
）

の
管
理
範
囲
と
な
っ
て
い
ま

す
。
水
道
局
で
は
、
給
水
管
の

修
理・修
繕
範
囲
と
し
て
元
来
、

止
水
栓
手
前
ま
で
実
施
し
て
い

ま
し
た
が
、
平
成
24
年
４
月
１

日
か
ら
水
道
メ
ー
タ
ー
ま
で
と

変
更
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
水
道
メ
ー
タ
ー
か
ら

ご
家
庭
内
の
修
理
に
つ
い
て
は

従
来
ど
お
り
お
客
様
の
修
理
範

囲
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

水
道
メ
ー
タ
ー
は
水
道
局
か
ら

の
貸
付
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で

管
理
不
足
等
に
よ
る
破
損
は
、

お
客
様
に
請
求
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
注
意
し
て
下
さ
い
。

( 注 )�
お
客
様
の
過
失
に
よ
る
給
水

管
の
破
損
等
に
つ
い
て
は
、

お
客
様
負
担
と
な
り
ま
す
。

給
水
管
の
修
理
範
囲
を
変
更
し
ま
し
た

今後も、安心、安全な水の安定供給に努めていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
なお、ご質問やご不明な点は、水道課までお問い合わせ下さい。

▲破裂した水道管。

●情報課 広報情報係　☎２２‐３２５３　 お５５‐３２５３

お知らせ端末は正しく
3 3 3

、楽しく
3 3 3

利用しましょう！

　
お
知
ら
せ
端
末
は
市
か
ら
の
行
政
情
報
や
防
災

情
報
、火
災
な
ど
緊
急
放
送
を
発
信
し
て
い
ま
す
。

　
電
源
が
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
お
知
ら
せ
情
報
が

聞
け
ま
せ
ん
の
で
、お
知
ら
せ
端
末
と
Ｏ
Ｎ
Ｕ（
お

知
ら
せ
端
末
近
く
に
あ
る
白
い
機
械
）
の
電
源
は

入
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
お
知
ら
せ
端
末
と
Ｏ
Ｎ
Ｕ
は
精
密
機
械
で
す
。

定
期
的
に
乾
い
た
柔
ら
か
い
布
な
ど
で
、
ほ
こ
り

を
と
る
な
ど
掃
除
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
お
知
ら
せ
端
末
や
Ｏ
Ｎ
Ｕ
が
壊
れ
た
場

合
は
修
理
代
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
大
切
に
扱
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
お
知
ら
せ
端
末
は
市
の
貸
与
品
で
す
。
市
外
へ

の
転
出
や
転
居
な
ど
で
長

期
不
在
と
な
る
場
合
は
、

お
知
ら
せ
端
末
と
Ｏ
Ｎ
Ｕ

を
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

　
返
却
に
あ
た
っ
て
は
情

報
課
ま
た
は
各
支
所
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ
端
末
の
電
源
は

入
れ
て
お
き
ま
し
ょ
う

お
知
ら
せ
端
末
は
市
か
ら
の
貸
与
品
で
す
。

大
切
に
扱
い
ま
し
ょ
う

転
出
や
転
居
な
ど
で
長
期
不
在
を
す
る

場
合
は
返
却
し
ま
し
ょ
う
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